
1 

 

 

a 

主旨 

 2024 年 2 月 19 日、金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」等（以下、「本改正」という）を公表しました。

 本改正は、2023 年 11 月 17 日に企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」という）が、実務対応報告第 45 号「資金

決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」および企業会計基準第 32

号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」を公表したことを受けて、財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則（以下、「財務諸表等規則」という）等について、資金の定義に特定の電子決

済手段を含めることを明らかにしています。

 原文については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。

経緯 

2022 年 6 月、「資金決済に関する法律」（平成 21 年法律第 59 号）が改正され（以下、「改正資金決済法」という）、

「電子決済手段」が定義されるとともに、電子決済手段を取り扱う電子決済手段等取引業者について登録制が導入

されるなどの関連する規定の整備が行われました。当該規定の整備を背景に、ASBJ は、2023 年 11 月 17 日、「特定

の電子決済手段」をその範囲とする実務対応報告第 45 号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理

及び開示に関する当面の取扱い」（以下、「本実務対応報告」という）および企業会計基準第 32 号「『連結キャッシュ・

フロー計算書等の作成基準』の一部改正」（以下、本実務対応報告とあわせて「本実務対応報告等」という）を公表し

ました。

これを受けて、今般、財務諸表等規則等における、キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲が改正されまし

た。 

概要 

本改正の概要は、以下の通りです。 

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の変更

本実務対応報告等では、下記の図表のとおり、資金決済法上の電子決済手段等のうち、一部を「特定の電子決

済手段」として適用範囲とし、連結キャッシュ・フロー計算書における「現金」に含めることとしています。これを踏まえ、

本改正において、キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲である「現金」に「特定の電子決済手段」を含めるこ

ととされました。本改正では、年度の（連結）財務諸表のほか、四半期（連結）財務諸表および中間（連結）財務諸表

においても同様の取り扱いとされています。 
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（図表） 電子決済手段の種類と本実務対応報告等の適用範囲 

根拠法 種類 

定義 

 (資金決済法第2条第5項および電子決済手段等取引業者に関す

る内閣府令第 30 条第 1 項第 5 号) 

本改正の対象か 

発行者 保有者 

資金 

決済法 

1 号* 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合

に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用すること

ができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うこと

ができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転す

ることができるもの（3 号に該当するものを除く） 

対象 対象 

2 号* 不特定の者を相手方として１号電子決済手段と相互に交換を行うこ

とができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転

することができるもの（3 号に該当するものを除く）  
対象 対象 

3 号 特定信託受益権 （金銭信託の受益権（電子情報処理組織を用い

て移転することができる財産的価値に表示される場合に限る）であ

って、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金に

より管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たす

もの） 

対象外 対象 

4 号 前三号に掲げるものに準ずるものとして取引業府令で定めるもの 対象外 対象外 

外国法 

外国電子 

決済手段 

(1,2,3 号に

相当するも

の） 

外国において発行される法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼

営等に関する法律又は信託業法に相当する外国の法令に基づく電

子決済手段をいう。 

電子決済手段等取引業者が預託を受けるもの 対象外 対象 

上記以外 対象外 対象外 

* 電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権、前払式支払手段その他内閣府令で定める

ものを除く。

貸借対照表における電子決済手段の計上科目 

本改正に関連した「パブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」において、本実務対応報告では、

電子決済手段は、「「現金に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産」であるものの「現金又は預金

そのものではない」とされていることから」、（連結）貸借対照表において、「財務諸表等規則第 15 条第１項に定める

「現金及び預金」の範囲には含まれない」こととして、「財務諸表等規則第 17 条第１項第 12 号に規定する「その他」

に区分される」とする金融庁の考え方が示されています。ただし、このように取扱う場合であっても、財務諸表規則等

第 19 条に基づき、電子決済手段に重要性が認められる場合には区分掲記が必要となります。 

適用時期 

本改正は 2024 年 2 月 19 日から適用されます。 

（参考）本実務対応報告等の詳しい内容については、「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び

開示に関する当面の取扱い」等の公表（ASBJ）【日本基準トピックス第 473 号】をご参照ください。

本資料は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受
けることなく、本資料の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本資料に含まれる情報は正確性または完全性を、（明示的にも暗示的にも）表明あるいは保証
するものではありません。また、本資料に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされたり、起こされなかったことによって発生した結果について、PwC 
Japan 有限責任監査法人、およびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって認められる範囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負いません。  

© 2024 PricewaterhouseCoopers Japan LLC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and 
may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. 
This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. 
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